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社会福祉法人興部町社会福祉協議会  

平成29年度 第1回評議員会議事録 

 

１．開催通知年月日    平成29年6月2日（金） 

 

２．開催日時及び場所    

（１）日   時   平成29年6月16日（金）午後1時30分 

（２）場   所   興部町福祉保健総合センター「きらり」・会議室 

 

３．評議員現員数 

  31名 （平成29年6月16日現在） 

 

４．出席評議員数・監事及び氏名 

 ■評議員 

        工藤喜代子、大石 彰、斉藤千代子、山本典子、五十嵐宏美、中野奈緒美、長嶺壽一、舘下昌己、金澤岩雄、木下秀昭、 

上出憲吉、森田博寿、佐藤克宏、奥田賢臣、町田信一、清野厚徳、木村秀文、大池 譲 

   

   ■監 事 

     岩井 正、山下 栄 

 

５．出席理事・職員氏名 

    理事 3名 

     会長 櫻木トモ枝、 副会長 矢野政一、 副会長 有坂廣光 

    職員4名 

     事務局長 高橋幸大、 本部主任 卯城美保、 福祉活動専門員 小澤慶太、 本部主事 青木英梨花 

 

６．付議事項  

  報告第1号  職員の採用について 

議案第1号  社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 給与等に関する規程の改正について 

  議案第2号  社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 臨時職員就業規則の一部改正について 

  議案第3号  社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 育児・介護休業等に関する規則の一部改正について 

議案第4号  社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 経理規程の一部改正について 

議案第5号  社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業運営規程の一部改正について 

議案第6号  社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 障害者ホームヘルプサービスセンター運営規程の一部改正について 

承認第1号  社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 平成28年度事業報告について 

承認第2号  社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 平成28年度収支決算について 

議案第7号  社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 平成29年度第1次補正収支予算について 

選任第1号   社会福祉法人興部町社会福祉協議会役員の選任について 
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事務局長 ～ 本日は何かとお忙しいところご案内の評議員会にご出席をいただき誠にありがとうございます。 

       はじめに委嘱状の交付を行います。 

 

（ 委 嘱 状 の 交 付 ） 

 

事務局長 ～ 本日の評議員会の成立についてご報告をいたします。本日の出席評議員 18 名。定款16条第1項の規定に基づき「評議員の過半数の出席」

を確認しましたので、本日の評議員会は成立いたします。それでは平成29年度第1回目の評議員会を開催いたします。会議開催にあたりまし

て櫻木会長よりご挨拶申し上げます。 

 

櫻木会長 ～ 皆さん、こんにちは。6月も半ばになりましたが暑さ寒さが定まらない毎日でございます。皆様方には何かとお忙しい中、ご出席をいただき

ましてありがとうございました。また堺井課長さん、松田課長さんには公務ご多用にもかかわらず、ご臨席くださいましてありがとうございま

した。評議員の皆様方には日頃より社協事業に対しまして、ご理解ご協力をいただいておりますことに厚く御礼を申し上げます。またこれから

4年よろしくお願いを致します。社協の28年度事業も皆様方のご協力のもと、全ての事業を終えることができ、ここに事業報告、収支決算を報

告することができましたことに厚く御礼を申し上げます。28年度事業総体ではデイサービス事業、在宅サービス事業の利用者減は回復せず、介

護報酬の減収により事業収入の減となりました。29年度事業計画では利用者増が見込めないことから事業費の8割以上を締めている人件費等を

最小限に抑えることで経営内容の改善を求める方向での計画を立てさせていただいておりますことをご理解いただきたくお願いを申し上げま

す。今日ご提案いたします案件は 10 案件でございます。各規則規程の改正では人事院勧告のもの、厚生労働省の規制など自治法改正によりそ

れぞれの規則規程の一部の改正を行うものでございます。28年度事業報告、収支決算につきましては先ほど申し上げました通りでございまして

ご承認をするものでございます。また1次補正つきましては、これまで居宅介護事業として行っておりましたデイサービスとホームヘルプサー

ビス事業が介護予防日常生活支援事業として実施することから、事業にかかる収入科目の補正を行うものでございます。また、役員改正につき

ましては、制度改正により全国一斉の役員の任期が改められることによるものでございます。詳細につきましては事務局が説明を致します。ど

うぞ、建設的なご意見をいただきまして全ての議案のご審議ご決定をいただきますようお願いを申し上げ、挨拶に代えさせていただきます。ど

うぞよろしくお願い致します。 

 

事務局長 ～ 本日はご多用のところ、興部町より堺井福祉保健課長様 、松田介護支援課長様のご出席をいただいておりますので、ご紹介のみさせていた

だきます。誠にありがとうございます。 

本日の評議員会ですが、付議事項案件として報告事項が1件、議決事項が7件、承認事項2件、選任事項が1件でございます。はじめに資料

の確認を行います。会議案が1冊。別紙１ 規程改正新旧対照表。別紙２ 平成28年度 事業報告。別紙３ 平成28年度 決算報告。別紙３ 

添付資料 平成28年度介護サービス実績報告。別紙４ 平成29年度 第１次補正収支予算。別紙５ 社会福祉法の一部改正する法律施行に伴

う通知文書。別紙６ 役員名簿。役員・評議員選任規程が会議資料となります。 

それでは、会議次第の３.議長選任となりますが、定款第15条「評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。」となりますが、議長が 

決まりますまで会長が仮議長として進行を務めて参ります。会長よろしくお願い致します。 

 

櫻木仮議長 ～ 本日の議長が決まりますまで、私が仮議長として進行をさせていただきます。それでは議長を選任することについて、どのような方法で議

長を選任することが良いか、皆様のご意見を伺いたいと思います。 

 

上出評議員 ～ 会長に一任いたします。 

 

櫻木仮議長 ～ ご意見ありがとうございます。「私に一任」というご意見をいただきました。私からご指名することとしてよろしいでしょうか。 

 

評議員一同 ～ はい。 

 

 

櫻木仮議長 ～ それではですね、本日の議長には 舘下昌己 さんをご指名いたします。舘下昌己さん、議長席までお越しください。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

             （ 舘下評議員 、 議長席へ移動 ） 

 

議  長 ～ 只今、議長にご指名をいただきました（ 舘下 ）でございます。大変、不慣れなこの席でございますので、皆様のご協力をいただきまして

議事の進行を務めて参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

  それでは、会議次第４「議事録署名人の選出」でございますが、定款第17条第2項「議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録
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署名人2人は、議事録に記名押印する。」ことになっております。私よりこれから議事録署名人2名を指名させていただいてもよろしいでしょ

うか。 
 

評議員一同 ～ はい。 

 

議  長 ～ それでは私から指名させていただきます。本日の評議員会の議事録署名人は 斉藤千代子 さん、 木村秀文 さんをご指名いたします。後

日、事務局にて議事録を作成いたしますので、ご確認のうえ、記名、押印をお願い致します。それでは議案の審議に入ります。議案第1号「社

会福祉法人興部町社会福祉協議会給与等に関する規程の改正について」、関連がございますので議案第2号「社会福祉法人興部町社会福祉協議

会臨時職員就業規則の一部改正について」を一括して議題といたします。事務局より提案説明をお願いします。 

 
卯城主任 ～ 議案第1号及び第2号について一括してご説明させていただきます。今回の改正理由と致しましては、興部町において町職員の給与に関する

一部を改正する条例が発効されたことに伴い、職員の扶養手当について、補助団体でありますことから社会福祉協議会においても、役場に倣い、

改正を行うものです。具体的な改正箇所につきましては、別紙１ 「規程・規則 改正新旧対照表」をご覧ください。議案第1号、給与等に関

する規程については2ページ目、第12条から記載の扶養手当についての改正となります。第12条、第2項第2号について、現行条文の後半、

「及び孫」という条文を削り、改正案では第3号として「満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある孫」を追加し、以下号数を繰

り下げるものです。こちらについては以降の条文の改正により、子どもと孫の扶養手当額が変わることとなるための改正となります。続きまし

て3ページに記載の現行第4項については扶養手当の月額を定めているところでありますが、現行の規定を改正案では削るとし、改正案の第4

項を新設とするものです。内容と致しましては配偶者を扶養する場合の手当を13,000 から6,500 円、孫を扶養する場合が子供を扶養する場合

と分離され、額は変わらず6,500円。子どもを扶養する場合の手当は、現行では一人につき6,500円、配偶者がいない場合はそのうち一人につ

いて11,000円となっておりますところ、改正案では子供１人につき10,000円、配偶者がいない場合についても加算をせず、同額とするもので

す。なお、この金額につきましては、附則として平成 29 年度については移行措置期間として、段階的に変更することとしており、正規の条文

の適用については、平成30年度からとなります。続いて第13条、第1項第2号において、カッコの中で「扶養親族たる子又は、」及び「若し

くは第5号」の文言を追加するものです。第3号及び第4号については改正案では削るとするものです。第2項については、「扶養親族がない

職員に」からの下線部分の文言を、改正案では「職員に扶養親族で前項の～」からの文言へ改正を行うものです。現行の第3項については、手

当支給の開始についてや、変更についてを定めたものですが、現行の改正案では削るとし、改正案の第3号として新設し、第1号から4ページ

記載の第3号までの号だてへの改正を行うものです。以下の規定については改正がなく、6ページをご覧いただきまして、附則の中で、今回の

改正に係る適用日を追加した上で、改正後の規定には平成29年度から30年度で段階的に移行することとするものです。内容といたしましては、

平成29年度については、配偶者10,000円、子ども8,000円、配偶者のない場合については子のうち一人について10,000円としております。

新旧対照表の最後のページに扶養手当改正前と扶養手当改正後の人件費明細比較を掲載しております。職員の給与等に関する規程の扶養手当の

対象者については4名、内2名については若干の減額、2名については増額となります。明細表の給与計及び賞与系の一番下をご覧いただき、7

月から3月までの期間で、差額を合わせますと職員給与では18,000円の減、賞与では4千円の減となります。差額が些少となりますので、今

後の経過も見ながら、しかるべき時期に他の要因と合わせた中で補正を行いたいと考えております。続いて、議案書の4ページ、議案第2号臨

時職員就業規則についてです。新旧対照表では8ページから改正箇所を記載しております。改正内容については、給与等に関する規程と同じく、

第7条及び第8条の扶養手当についてと、13ページから記載の附則となります。内容についても給与等に関する規程と同一となりますので、説

明は省略させていただきます。なお、現在臨時職員で家族を扶養している職員はおらず、臨時職員就業規則については改正による人件費への影

響はございません。以上、議案第１号及び議案第２号についての説明とさせていただきます。ご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

 
議 長 ～議案第1号、議案第2号について一括、説明をさせていただきました。これより質疑に入ります。質疑がございましたらご発言をお願いします。 

 

評議員一同 ～ ありません。 

 

議 長 ～ ありがとうございます。質疑なしと認めます。それでは議案第1号の採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致

します。 

 

 （ 挙手  人数確認 ） 

 

議 長 ～ ありがとうございます。賛成多数、評議員総数の過半数以上の賛成を確認しました。よって議案第1号は原案のとおり可決されました。続いて

議案第2号の採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致します。 

 

 （ 挙手  人数確認 ） 

 

議 長 ～ありがとうございます。賛成多数、評議員総数の過半数以上の賛成を確認しました。よって議案第2号は原案のとおり可決されました。続いて議

案第3号「社会福祉法人興部町社会福祉協議会育児・介護休業等に関する規則の一部改正について」を議題といたします。事務局より説明してくだ

さい。 

 
卯城主任 ～ 議案書では5ページをご覧ください。改正理由といたしましては、昨年12月にこの規則の根拠としております育児・介護休業法が改正され



 - 4 -

たことに伴う改正となります。厚生労働省の方で規則の制定例等も出されましたことから、このたび興部町社会福祉協議会においても改正のご

審議をお願いするものです。改正内容につきましては、規程規則新旧対照表の15ページからをご覧ください。目次において、現行の第4章の

子の看護休暇と第5章の介護休暇を、改正案では第8章及び第9章へ記載順の変更を行っております。改正案での第1章の育児休業から、第7

章の勤務時間の短縮措置については、一定の期間を定めて、こちらの期間については数日単位ではなく、週、月、年単位での申請となることが

前提の休業や時間短縮、超過勤務等の制限を設ける規定です。第8章の子の看護休暇及び第9章介護休暇については、年間数日、半日単位での

取得となる制度となります。規則の制定例も参考に、章の再編を行うものです。続いて、第1条では、2行目をご覧いただきまして、条文中の

「時間外労働の免除」を「所定外労働の制限」として文言の改正を行うものです。この所定外労働の制限については、後に規定している条文が

ございますので、そちらでご説明させていただきます。続いて、第3条第1項では、現行規則 条文中の「次項に定める者」を改正案では「次

のいずれかに該当する職員」と改め、対象となる職員について第1号、第2号で明示するものです。こちらに対象職員を定めることとなります

ので、現行規則で対象者を定めております第2項については改正案では削るとするものです。改正案第2項と致しましては、労使協定に基づく

休業の申出を拒むことができる職員について定めるものです。こちらにつきましては、上位法であります育児・介護休業法が改正され、今まで

対象としていなかったフルタイムの職員、興部社協であれば正規職員と長期的臨時職員のほかに、興部社協で言うところの時間給臨時職員等に

あたるパート職員等についても制度の対象とすることとなりますため、制限を設けることを認められているものです。続いて第4項では、現行

条文中の「育児休業中の職員または配偶者が育児休業中の職員は」という条文を改正案では削り、現行「いずれかの事情がある場合に限り」を、

改正案では「いずれにも該当する職員と改め、現行「1歳の誕生日」を改正案では削るものです。現行では条文内で定めていたところを第1号

として抜き出し、第2号及び第3号として定めているところを改正案では第2号として「次のいずれかの事情があること」と新設し、ア、イと

して定めるものです。16ページをご覧いただきまして、第４条については第1項現行規則条文中の上から３行目及び項が飛んで第4項の2行目

条文中の「育児・介護休業申出書」の名称を「育児休業申出書」等と改めるものです。この名称の改正については、以下の第5条でも同じく行

っております。また、第4条、現行規則の第2項、申出の回数制限を定める現行の「申出は、第3条第1項に基づく」からの条文を削るとし、

改正案で新たな定めの第2項「申出は、次のいずれかに」からの条文を新設するものです。第5条では先ほどの届出に係る名称の変更のほか、

第2項において、「育児休業申出撤回届～」の条文を新設し、撤回の場合の手続についてを定めるものです。続いて、第６条では、第1項及び

第3項の届出書の名称を変更するほか、第3項では「原則として1回に限り～」からの条文を追加し、本会からの通知についてを第4項として

新設しております。現行の第4項については、第3項の内容と重複する部分もあり削るとして、新設の第4項と置き換えるものです。第5項に

ついては、17ページをご覧いただき、第4号に「当該1年に達した日」を新設するものです。第7条については、第3条の育児休業と同じく、

第1項で対象者の明示の改正、第2項で申出を拒むことができる職員についてを定めるものです。第8条第1項及び第4項及び第9条第1項で

届出、申出様式の名称について、現行「育児・介護休業申出書」を改正案として「介護休業申出書」等として改正を行うものです。第9条の第

2項では改正案で「介護休業申出撤回届が提出されたときは」からの本会からの通知についての条文を新設し、以降の項を繰り下げるものです。

18ページをご覧いただきまして、現行第2項のうち「本会」という文言を改正案第3項では「事務局長」として改めるものです。第10条第1

項で、現行の「通算」の前に、改正案で「3回を上限とし」を加え、同じく第1項及び第3項で申出書の名称について、第8条、第9条と同じ

く「介護休業申出書」として改めるものです。現行の第4項については、第3項と重複の内容も多く、削るとし、改正案では、「介護休業期間

変更申出書が提出されたときは」からの通知書についての定めを新設するものです。下段の、現行の第4章の子の看護休暇及び第5章の介護休

暇については、改正案では章を変更とするため、削るとするものです。19ページをご覧ください。現行第6章第13条を改正案では第4章第11

条とし、名称及び条文中の文言を「時間外労働の免除」から「所定外労働の制限」、以下「免除」を「制限」と改めるものです。名称は免除か

ら制限となりますが、条文第1項の2行目からの「事業の正常な運営に支障がある場合を除き」からの条文に変更はなく、実質的に上限以下の

所定外労働が発生するということではありませんので、この部分で職員に不利益となるところではございません。また、改正後の育児・介護休

業法では、現行の育児に係るもののほか、介護に係るものも対象となりますため、名称、条文中の「育児のための」という文言を「育児・介護

のための」と改めるものです。この改正に関係し、改正案第1項にて「又は、要介護状態にある家族を～」の文言にて、介護を対象とする条文

を追加し、また、第6項でも、「及び、家族の介護を～」を加えております。この他、第2項を新設し、先の各種休業の規定と同じく、対象者

拡大に伴う申出を拒むことができる場合を明確にしているものです。現行第7章第14条、改正案第5章第12条の時間外労働の制限については、

対象者拡大に伴う拒むことができる職員を第2項において加えるものです。20ページをご覧いただき、第6項で子の養育及び家族の介護を行わ

ないこととなった場合の定めに「申出はされなかったものとみなす」という内容を加えるものです。現行第8章第15条、改正案第6章第13条

の深夜業の制限については、第2項で現行「深夜業の申出をすることはできない」を、改正案では「からの深夜業の制限の申出は拒むことがで

きる」として、第1号に日雇職員を加えるものです。また、第3項については、現行「事務局長に提出するものとする」という条文を「事務局

長に提出しなければならない」と改めるものです。21ページをご覧いただき、現行の第9章改正案第7章の勤務時間の短縮措置等についてでは、

現行第16条、改正案第14条で、第1項条文中の「勤務時間」を「所定労働時間」と改めるものです。第2項については、「申し出ることはで

きない」として定めている現行規定を削るとし、「次のいずれかに該当する職員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる」として、第

1号から第3号の定めを新設するものです。また、第5項の賞与については、「改正案では給与規程等により算定期間に応じて減額する」とす

るものです。現行第17条、改正案第15条の介護短時間勤務については、現行は第1項及び第3項条文中に定めております93日という日数の

範囲を改正案では削り、第3項の「1回につき」という文言を「利用開始の日から3年の間で2回まで」として改めるものです。また、第2項

として申出を拒むことができる職員についての定めを新設するものです。なお、日数につきましては、18ページにご覧いただきまして、改正案

では第10条、第1項の4行目において、現行条文、改正条文とも、「第15条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通

算して93日間までを原則とする」という定めがございますので、93日を上限とする原則から変更となるものではありません。ページをお戻り

いただきまして、22ページをご覧いただき、現行第17条の第3項の続きとなりますが、２行目で申出書の名称の改正を行うものです。また、

先の育児のための時間短縮と同じく、第5項の賞与については、「給与規程等により」からの条文へ改めるものです。第６項では現行の「給与

改定」を改正案では「定期昇給」と改めるものです。第８章第１６条、第９章第１７条の子の看護休暇、介護休暇については現行の第４章、第

５章を改正案で削除しており、新たな章として条文を新設とするものです。内容についての改正箇所といたしましては、第1項における「申出

をすることができる職員」の定めから、「申出を拒むことができる職員」の定めへの変更、及びそれぞれ第4項の「介護休暇、介護休暇は半日

単位で取得することができる」という内容を新設するものです。下段、第１８条については、第２項の「出勤日数により」を「給与規程により」、

第３項の「給与改定」を「定期昇給」と改めるものです。また、定期昇給の時期についても「給与規程等により定める」という文言を加えるも

のです。２３ページをご覧ください。第１９条、社会保険の扱いについて、「納付した額を翌月」を「納付する額を納付月」と改めるものです。

また、「職員に請求するものとし」の条文を「本会に入金するものとする」と改めるものです。ただし、社会保険制度が平成２６年度から改正

となっており、特段の事情による子の１歳の誕生日以降の育児休業の延長期間に当たらない、法定の育児休業期間については、社会保険料は免
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除されますことから、実際には本人からの入金を受けるものではございません。現行第 20 条については改正案では削るとするものです。こち

らにつては改正後の育児・介護休業法での規則制定例で除かれている条文となります。続いて、現行第 23 条法令との関係については改正案で

は削るとし、内容を細かく規定した法令との関係の定めを改正案第22条に新設とするものです。また、改正案第23条の育児休業に関するハラ

スメントの防止については、今回の規則制定例より追加されている内容となります。根拠法の改正により明文化を求められているものでありま

す。最後に、附則として今回の改正について追加するものです。以上、育児・介護休業等に関する規則の一部改正の説明とさせていただきます。

ご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

 

議 長 ～ ありがとうございました。議案第3号「育児・介護休業等に関する規則の一部改正」ということでご説明をさせていただきましたが、これより

質疑に入ります。質疑がございましたらご発言をお願いします。 

 

評議員一同 ～ ありません。 

 

議 長 ～ ありがとうございます。質疑なしと認めます。それでは議案第3号の採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致

します。 

 

評議員一同 ～ （ 挙手  人数確認 ） 

 

議 長 ～ ありがとうございます。賛成多数、評議員総数の過半数以上の賛成を確認しましたので議案第3号は原案のとおり可決されました。続きまして

議案第4号「社会福祉法人興部町社会福祉協議会経理規程の一部改正について」を議題といたします。事務局より提案説明をお願いします。 

 
卯城主任 ～ 議案書は6ページをご覧ください。改正理由といたしまして、社会福祉法改正に伴い、社会福祉協議会モデル経理規程が改正されましたため、興部

町社会福祉協議会においても改正を行うものです。改正箇所につきましては、新旧対照表の２４ページをご覧ください。第２条第１項第１０号にて会計

監査として定めていたものを、内部監査と任意監査として改めるものです。また、１２号に社会福祉法の改正により創設された社会福祉充実計画に関す

る事項が加わるものです。続いて第４条では第２項で附属明細書のあとにカッコ書きで「以下「計算関係書類」という。」という文言が加わるものです。25

ページをご覧いただきまして、中段の少し上、改正案第５条として、「金額の単位」の条文を新設するものです。現行第５条については、改正案第６条と

して以下の条文を繰り下げるものです。また、現行第６条第４項で定める事業区分、拠点区分及びサービス区分について、条文内の定めから、改正案

では別紙を作成し定めることとなります。別紙については３７ページ、経理規程対照表の 後で新設としております。こちら内容については現在の区分

からの改正はございません。ページを戻りまして、２６ページ下段に記載の現行第13 条、改正案第１４条の第３項において、現行の「勘定科目、取引年

月日等について、」に「サービス区分」を加えるものです。２７ページをご覧ください。現行第１５条及び第１６条の「事業計画」という条文に、改正案では

第１６条及び第１７条で「及び承認社会福祉充実計画」という条文を加えるものです。また、「会長において編成し」を「会長が編成し」、「理事会の同意を

経て、原則として」を、「理事会の同意を経、」として改正を行うものです。現行第１７条改正案第１８条では「拠点区分」の後に、「又はサービス区分」とい

う条文を加えるものです。現行第１８条については、改正案第19条として「原則として」という文言を削り、現行第２０条では改正案第21条で「同意」を「議

決」に、また「原則として」という文言を削るものです。２９ページをご覧ください。改正案第３４条として、「負債評価の一般原則」の条文を新設するもので

す。こちらモデル経理規程に倣い新設するものではございますが、現在興部町社会福祉協議会では、3 月に賞与の支給を行っていること、退職金に

ついては中小企業退職金共済という外部の制度を活用しておりますことから、賞与引当金及び退職給与引当金の設定を行っておりませんこと申し添え

させていただきます。続いて、現行第３６条、改正案第 38 条の第２項については、借入金について、「理事会に決議を経、原則として評議員会の承認

を」としている条文を、改正案では「理事会の議決を得て、評議員会の承認を」と改めるものです。続いて、現行第３８条改正案第40 条の第２項、資金の

積立てについて、「理事会の承認を経、原則として評議員会の議決を得なければ」としている条文を、「理事会の承認を得なければ」と改めるものです。

30 ページをご覧いただきまして、現行第３９条については、条文中の「信託会社への信託、」という条文を、改正案第41 条で「信託会社に信託して、」と

して改めるものです。現行第４１条第１項「個別原価法によって行う。取得価額は、」という条文を改正案第43 条では削るものです。評価法については、

現行、改正案とも第２項にて個別原価法として定めがあり、評価法の変更を伴うものではございません。３１ページをご覧ください。現行第４６条、第２項

第２号に定めるその他の固定資産について、「セ 退職給付引当資産」「ソ 退職共済積立資産」をそれぞれ「セ 退職共済積立基金預け金」「ソ 退職給

付引当資産」として改め、「タ 長期預かり金積立資産」を新設するものです。以下の資産については繰り下げを行っております。32 ページをご覧くださ

い。現行第48 条第1 項のファイナンス・リースに関する条文の後半に、改正案第50 条では「ただし、リース契約1 件当たりの」からの条文を加え、一定

基準以内のリースについては通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理を行うことを定めるものとするものです。続いて、現行第 52 条第 1 項及び第 2

項について、理事会の他、評議員会での承認が謳われておりますが、その部分について、改正案では削り、「理事会の承認」とするものです。33 ペー

ジをご覧ください。改正案第60条として税効果会計の定めを加えるものです。なお、モデル経理規程にそって条文は設けるところですが、以降の協議

案でご協議いただきます平成28年度の決算においては、課税対象となる事業収入は発生しておりません。続いて、現行第59条、改正案第62条で34

ページに記載の第 7 号「社会福祉法人会計基準第 3 章第４（４）及び（６）の規定により」という条文を、改正案では削り、「基本金又は～」の条文として改

正を行うものです。 現行第60条、改正案第63条では、「計算関係書類及び財産目録の作成」として名称、条文の改正を行うものです。そして、改正案

では、第64条、計算関係書類及び財産目録の監査、から67条の所轄庁への提出までの条文を新設とするものです。現行の第60条の第2項の監査、

第3項の承認の定めについて、改正案では削るとしておりますが、先ほど追加したうち、第64条、第65条としてそれぞれ詳細を定めているものです。

続いて、現行第61条の計算書類の開示については、改正案では削るとし、新たに68条、計算関係書類及び財産目録の公開として新設するものです。

現行の開示を謳う旨の定めに加え、閲覧に供する計算関係書類の定めを行うものです。35 ページをご覧ください。現行第62 条、条文中の「計算書類」

を「計算関係書類」へ、「理事会の承認を得、」を「理事会の決議を得て」へ、「原則として評議員会の」を「定時評議員会の」として改めるものです。36 ペ

ージをご覧いただきまして下段になりますが、改正案第 13 章として社会福祉充実計画についての定めとして、第 79 条で社会福祉充実残額、第 80 条

で社会福祉充実計画の作成について新設するものです。社会福祉法の改正が行われたこともあり、会計年度ごとに社会福祉充実残額を計算し、その

充実残額を活用する社会福祉充実計画について、経理規程においても定めを行うものです。続いて、条文の新設に伴い、37 ページから記載の、以下

の補則について定める章を繰り下げるものです。続いて、現行第 73 条第 1 項については、「計算書類」から「計算関係書類及び財産目録」への改正、
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また、税務署に提出する資金収支計算書について「法人単位」の定めを加えるものです。附則については、「２ 当経理規程に定める届出及び～」から

の定めを追加しております。また、今回の改正に係る適用を加えるものです。以上経理規の一部改正についてのご説明とさせていただきます。ご審議

賜りますようお願いを申し上げます。 

 

議 長 ～ ありがとうございました。経理規程の一部改正につい議案第4号についての説明をしていただきました。これより質疑に入ります。質疑がござ

いましたらご発言をお願いします。 

 

評議員一同 ～ ありません。 

 

議 長 ～ ありがとうございます。質疑なしと認めます。それでは議案第4号の採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致

します。 

 

 （ 挙手  人数確認 ） 

 

議 長 ～ ありがとうございます。賛成多数、評議員総数の過半数以上の賛成を確認しました。よって議案第4号は原案のとおり可決されました。 

     続いて議案第5号「社会福祉法人興部町社会福祉協議会指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業運営規程の一部改正について」、関連がござ

いますので議案第6号「社会福祉法人興部町社会福祉協議会障害者総合支援法に基づく興部町社協障害者ホームヘルプサービスセンター運営規程 

の一部改正について」を一括して議題と致します。事務局より提案説明をお願い致します。 

 
卯城主任 ～ 議案書は7ページをご覧ください。今回の改正につきましては職員人数について、昨年度の職員人数の変動や職員の資格取得に伴うところと、

振興局の監査によってご指導賜りました利用者負担金の部分の改正となります。具体的な条文については、新旧対照表の資料 38 ページをご覧

ください。第４条第３項、訪問介護員等について、現行規程では介護福祉士９名、常勤職員6名、非常勤職員3名としておりますところを、介

護福祉士10名、常勤職員6名、非常勤職員4名と改め、2級課程修了者13名、常勤職員2名、非常勤職員11名、としておりますところ、非常

勤職員6名とするものです。続いて、第6条第1項の利用料金等について、3行目をご覧いただきまして、「その1割の額とする」としており

ますところを、「その1割又は2割の額とする」とするものです。また、39ページをご覧いただきまして、今回の附則についてを加えるもので

す。続きまして、議案第6号についてです。こちらは新旧対照表の40ページをご覧ください。まず、根拠法の改正に伴う部分については、規

程の名称、及び第2条第4項にて、現行では「障害者自立支援法」としております部分を「障害者総合支援法」として改めるものです。法律の

改称となりますので、平成17年法律第123号等の国の定める番号等についてはそのまま引き継がれているものです。続いて、人数の変動によ

るところとなりますが、現行第4条第3号、従業者11名、常勤職員8名、非常勤職員3名としておりますところを、改正案では従業者6名、

常勤職員6名として改めるものです。続いて、41ページをご覧ください。第8条第1項について、「支給決定障害者から当該」からの条文につ

いて、改正案では、「支給決定を受けた障害者から市町村が」からの条文へ改正を行うものです。42ページの下段におきまして、今回の改正に

係る附則を追加しております。以上で指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業運営規程の一部改正について及び障害者総合支援法に基づく

興部町障害者ホームヘルプサービスセンター運営規程の一部改正についてのご説明とさせていただきます。ご審議賜りますようお願いを申し上

げます。 

 

議 長 ～ ありがとうございました。議案第5号、議案第6号について一括、説明をしていただきました。これより質疑に入ります。質疑がございました

らご発言をお願いします。 

 

評議員一同 ～ ありません。 

 

議 長 ～ ありがとうございます。質疑なしと認めます。それでは議案第5号の採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致

します。 

 

 （ 挙手  人数確認 ） 

 

議 長 ～ ありがとうございます。賛成多数、評議員総数の過半数以上の賛成を確認しました。よって議案第5号は原案のとおり可決されました。続いて

議案第6号の採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致します。 

 

（ 挙手  人数確認 ） 

 

議 長 ～ ありがとうございます。賛成多数、評議員総数の過半数以上の賛成を確認しました。よって議案第6号は原案のとおり可決されました。続きま

して承認第 １ 号「社会福祉法人興部町社会福祉協議会平成28年度事業報告について」、関連がございますので承認第2号「社会福祉法人興部

町社会福祉協議会平成28年度決算報告について」を一括して議題といたします。事務局より提案説明をお願い致します。 

 
小澤専門員 ～ 承認第1号「社会福祉法人興部町社会福祉協議会 平成28年度事業報告について」説明をいたします。別紙２、平成28年度事業報告の1
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ページからご覧ください。1.社協運営でございます。会務の開催状況といたしまして、三役会議が8回、常任理事会が6回、理事会が6回、

評議員会 が4 回、評議員選任・解任委員会を1 回、開催しております。また、四半期ごとの会計監査と業務執行状況監査を合わせて計14

回実施しております。開催いたしました会議の案件内容等については1ページ下から8ページ上段まで記載しておりますので後ほどご覧くだ

さい。続きまして、8ページの中ほどになりますが、福祉学習事業です。平成28年度は、興部中学校、紋別高等看護学院、沙留中学校よりご

依頼がありまして、学習において講師派遣を行っております。続きまして、②社協広報事業です。社協広報の「キラキラえがおこっぺ」を月

1回の全戸配布ということで年12回の発行を行いまして全戸配布をしております次に一番下、④葬儀支援サービスです。④葬儀支援サービス

の会葬礼状発行においては23件のご利用がありまして、延べ8,830枚の会葬礼状発行でございました。9ページへお進みください。⑤戦没者

遺族対策事業です。興部町との連携事業でございまして、興部神社の忠魂碑管理を行い、7 月 13 日の戦没者追悼式におきましては参拝者 3

名でございました。続きまして、大きな2番の地域福祉活動推進、⑦自治会福祉活動です。第1回目は7月1日、第2回は11月9日、年2

回の福祉委員会議を実施しております。また、各自治会長様や自治会福祉委員の皆様のご理解及びご協力のもと、年２回の声かけ見守り訪問

活動を展開することができました。地域福祉活動の助成事業のたすけあい活動として、高齢者等のふれあい交流事業などの事業に対し 23 の

自治会へ助成を行いました。その下に参りまして、「たすけあい活動研修会」を北星学園大学 教授の岡田 直人様を講師にお招きをし、11

月2日に講演会を実施しております。⑧福祉活動助成事業として、遺族会に4,000円、母子寡婦会40,000円、身障協40,000円、老人クラブ

連合会80,000円の助成を行っております。お隣、10ページです。3番の「福祉サービス」、⑨心配ごと相談事業です。平成28年度は相談件

数1件でございました。⑩応急援護資金貸付事業ですが、貸付件数は0件、償還は1件で30,000円でございました。大きな4.在宅福祉サー

ビス、⑪在宅給食サービスです。ボランティア団体の配食ボランティアつくしんぼう様のご協力のもと、毎週木曜日にご利用者の安否確認や

健康維持のための給食配達を行い、年51回の配達、延べ947名の方にご利用をいただきました。次に⑫在宅ライフサポート事業です。在宅

で介護を受けられている方に介護用品の支給を行う事業ですが、延べ32名も方がご利用になりました。大きな5番「地域福祉」の⑬歳末た

すけあい事業です。70歳以上の独居及び80歳以上の夫婦世帯の方へ12月31日におせち料理をお届けする事業を実施いたしまして101名の

方がご利用になっております。11ページにお進みください。⑭ボランティアセンター運営事業です。（2）ボランティア団体助成と致しまし

て、配食ボランティアつくしんぼうへ90,000円の助成を行っております。（5）平成28年度オホーツク圏市民活動ボランティアフォーラム

が10月29日に北見市にて開催され、講演会と分科会形式の研修会に興部町から2名の参加をいたしました。（6）ボランティア活動受入・

側面支援といたしまして、生活支援ハウスにおいて月1から2回、紙芝居の読み聞かせやアロママッサージを支援ハウス入居者へ行っていた

だきました。デイサービスセンターにおいては、お箏の演奏会を月1から2回実施していただいているところでございます。続きまして、6

番、受託事業、⑯生活福祉資金貸付事業です。この事業は北海道社会福祉協議会より委託を受けて実施しておりまして、低所得の世帯や高齢

者等に対し、資金の貸付けや必要な相談支援ですが、相談件数は2件でございました。⑰日常生活自立支援事業です。判断能力の低下などの

理由により生活費の管理や各種手続きを行なう事業で、利用件数は4件になっております。⑱高齢者等除雪サービス事業です。自治会の協力

のもと除雪が困難な世帯、計 51 世帯に対し、除雪の支援協力をいただいています。社協運営の説明は以上となります。続いて、ホームヘル

プサービスに移りたいと思います。 

 

事務局長 ～ 13ページをご覧ください。⑲番ホームヘルプサービスセンターです。ホームヘルプサービスセンターの営業日、サービス提供時間は記載の通りと 

なっております。年間の利用者数は介護保険適用の方が実人数で３１９名となっております。入院や施設入所、ご家族のもとへ転居等、介護度が上がる 

につれ在宅での生活が厳しい状況になっておられるのではないかと考えております。そういう現状ではありますが、利用者様が在宅での生活を安心し 

て過ごして頂けるよう内部研修などをとおして職員のスキルアップを目指しております。続きまして、15ページをご覧ください。㉑番障害者自立支援事 

業です。こちらの方の営業日、提供時間はホームヘルプサービスセンターと同様になっております。痰吸引の該当者の方の入院等から２８年度中の利 

用実績はありませんでしたが４月からの利用となっております。続きまして、16ページをご覧ください。㉓番高齢者生活支援ハウス事業でございます。 

３６５日、２４時間体制で行なっており、入居者の方同士の交流を図るため毎月のお楽しみ会を実施しております。大きな行事と致しましては年に数回の 

買い物ツアーや夏祭り見学、焼き肉、クリスマス会、新年会等を開催しております。入居されている方の介護度上昇に伴い、車椅子の方も増え紋別へ 

の買い物も昨年は一度を興部での買い物に変更しましたが、車椅子を押して散歩しながら行ったところ、大変喜ばれまして、その後もお天気の良い日 

にハウスの周りを散歩したりと皆さん楽しんで頂けたと感じております。以上、簡単ではございますがホームヘルプサービス部門の事業報告とさせて頂 

きます。なお別紙の介護サービス実績報告にホームヘルプサービスの利用状況の記載をしておりますのでお目通しいただければと思います。 

14 ページへお戻りください。⑳番デイサービス事業です。平成２６年度からは指定管理事業として運営をしておるものでございます。デイサービス

の営業日やサービス提供時間は記載の通りとなっており、年間の利用者数は介護保険適用の方が実人数で 467 名となっております。行事といたしまし

て、５月にお花見バスハイクとして興部神社の桜やモーモー城のスイセン畑の見学をしております。７月には興部高校様のご協力のもと学校祭の一環

としてきらり前でパフォーマンスを披露していただき、晴天の中利用者様が学生達のダンスにとても喜んでおられた表情が印象に残っております。8 月

には毎年恒例の「デイ祭り」を開催し、残念ながら３日間のうち１日は台風の影響にて開催を中止する事となってしまいましたが、こちらにつきましても

サポートの会様、大正琴や民謡の団体の皆様のご協力もあり盛大にお祭りが執り行われましたことをご報告申し上げます。１０月には文化祭への作品

制作として大きな桜の木を作成し公民館へ作品鑑賞へでかけております。通年を通して行なっておりますのが、誕生会で３ケ月ごとに行ない、デイサ

ービスの機関紙であります「ホット☆デイ☆ホット」も利用者さまやご家族に年６回発行しております。畑作りや収穫といたしまして利用者様がご自宅の

畑を提供してくださり、「じゃがいも」と「枝豆」を育て、利用者の皆様におやつの際に提供出来たことも嬉しく思っております。興部中学校様とデイサー

ビスの関わりといたしまして「福祉学習」への講師の派遣やデイサービスの体験など生徒と利用者様とのふれあいも継続している事業の１つとなってお
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ります。平成２８年度から始まった事業といたしましては、月に１回程度、お筝の演奏会を開いていただき、その中でもお筝の演奏に合わせ紙芝居を読

んでいただいたり定期的な関わりを持つ事で利用者の皆様も次の演奏会を心待ちにされている様子がみられております。このように地域の皆様の大

きなご協力がありデイサービスの事業を進めていく事ができる事に感謝を致しましてデイサービス部門の事業報告とさせていただきます。なお別紙 3

の介護サービス実績報告にデイサービスの利用状況の記載をしておりますのでお目通しいただければと思います。 

 

卯城主任 ～ 承認第２号「平成28年度収支決算」についてです。議案書の11ページ。資料と致しましては別紙３と書かれた平成28年度収支決算の資料をご覧く

ださい。資金収支計算書の記載内容についてですが、差異欄の記載については平成２３年度、厚生労働省による社会福祉法人会計基準の導入を受

け、平成２５年度からこの新会計基準に基づき全道社会福祉協議会の定めた社会福祉法人モデル経理規程に定める様式第 1 号資金収支計算書に基

づき、収支共に予算額（A）マイナス決算額（B）の表記へ変更しております。若干見づらい場合もございますが、ご了承をお願い出来ればと思います。

また、予算額（A）に記載しております予算つきましては、３月の補正を含む 終予算額で記載しております。なお、勘定科目欄の細長いたてがき欄も

踏んで左から３列目の科目を記載している欄の内、各科目の郡の１番上、左側の線のすぐ横に記載されているものがそれぞれ科目の合計となっており

ます。記載はございませんが、説明の中では「大科目」として説明させていただきます。３列目の科目群の内、２段目以降、左の線から余白をはさんで

記載されている科目については「内訳」として説明させていただきます。また、備考欄について文字数の制限もありますことから略称にて記載を行って

いる部分がございます。法人運営事業については法人の「法」、訪問介護事業については訪問の「訪」、通所介護事業については通所の「通」、生活支

援ハウス事業については片仮名の「ハ」として記載しております。その他、各種事業名についても給食サービス事業なら「給食」、在宅ライフサポート事

業（オムツの低額配布）なら「在宅」、ボランティアなら片仮名の「ボラ」としております。１ページから５ページまでは社会福祉協議会全体での収支決算

額となります。１ページからご覧ください。まず大科目の一番上、会費収入です。こちらは全体で予算204 万円に対し、206 万4 千円の決算額となりまし

た。内訳としては個人会費収入161 万5 千円、法人会費収入14 万5 千円、特別会費収入27 万4 千円、団体会費収入3 万円となります。続いて、大科

目、寄付金収入です。こちらは経常経費寄付金として47件のご寄付をいただいております。決算額222万5,764円となりました。47件のうち、訪問介護

で１件、通所介護で3 件のご寄付をいただいております。経常経費補助金収入については予算額5,848 万2 千円に対し、決算額5,844 万582 円となり

ました。こちらの内訳といたしましては、法人運営事業、通所介護事業、生活支援ハウス事業への市町村補助金収入と、法人運営事業への共同募金配

分金収入となります。なお、法人運営本部への市区町村補助金収入については、実際の経費に合わせ精算手続きを行っております。続いて、大科目、

受託金収入といたしましては、受託事業区分で受けております除雪サービス事業に係る町助成金及び、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事

業に係る北海道社会福祉協議会からの事業受託金となります。貸付事業収入については本年度の応急援護資金貸付分の償還予算10 万円に対し、実

績は０円となりました。事業収入については法人運営区分で実施しております給食サービス事業、在宅ライフサポート事業、歳末おせち料理事業の利

用料となり、決算額33万4,400円となりました。続いて大科目、介護保険事業収入については、訪問介護事業、通所介護事業の事業収入となります。北

海道国保連合会からの介護報酬収入及び、利用者様からの利用者負担金収入を合わせて4,000万7,615円の決算額となりました。２ページをご覧いた

だき、次の大科目、老人福祉事業収入については生活支援ハウス事業の事業収入となりまして、町の介護保険制度外のショートステイ利用料と合わせ

て、決算額1,135万4,373円となりました。受取利息配当金収入については積立金利息と通帳利息を合わせ9,492円、その他の収入については法人運

営事業における紋別看護学校への講師派遣、通所介護事業における介護等体験実習の受け入れ収入等を合わせ、4 万 4,040 円となりました。以上の

収入を合わせ、事業活動収入計（１）については、1 億1,537 万9,864 の決算額となりました。続いて支出の部に移ります。大科目、人件費支出全体で、

決算額 9,696 万 763 円となりました。内訳といたしましては、役員報酬支出から法定福利費となります。次の大科目、事業費支出については全体で、決

算額 1,143 万 5,815 円となりました。内訳といたしましては給食費支出から３ページ記載の食糧費までとなります。２ページの給食費支出については、

入院等に伴う食事利用人数の減少等がございました。また、２ページ一番下の車輌費については、年度内にガソリン単価の値下がり時期が多かったこ

ともあり、車輌費の減少となっているものです。３ページをご覧いただき、上から９段目、次の大科目、事務費支出については全体で決算額 713 万

2,601 円となりました。内訳としては福利厚生費から雑支出までとなります。旅費交通費については、前年度等と比較し、各種会議の出席率の向上があ

り、費用弁償の増額のあったものです。研修研究費については外部研修参加の減少、内部研修について、消防に講師として協力をいただき、費用の

減少があったものです。４ページをご覧いただき、次の大科目、貸付事業支出については、本年度応急援護資金貸付事業の実績がなく 0 円での決算

となりました。次の大科目、助成金支出については町内地域福祉活動及び声かけ見守り活動、高齢者除雪サービス事業実施自治会への助成金、町内

福祉団体等への助成金、介護福祉士資格取得者助成金として、決算額186 万2,500 円となりました。以上の支出を合わせ、経常活動支出計（２）につい

ては決算額１億 1,739 万 1,679 円の決算額となるものです。事業活動収支差額（３）については、先ほどの事業活動収入（１）との差額となり、決算額△

201 万 1,815 円となるものです。施設整備等による収支については収入にて、老朽化しておりました移送サービス車輌について、部品売却による廃棄

を行い、大科目、固定資産売却収入10万円。支出については、訪問介護事業部門にて老朽化パソコンの入替のため１台購入し、固定資産取得支出12

万5,820円の決算額となりました。下から３段目、施設整備等収支差額では決算額△2万5,820円となります。その他の活動による収支のうち、長期貸付

金回収収入については、前年度の応急援護資金貸付金の未償還分3万円について、28年度に償還を受けたものです。５ページをご覧いただき、その

他の活動による支出、積立資金支出については現在保有している各積立資金の利息について、元利金継続の定期としておりますので積立処理を行っ

たものです。決算額1,261 円となりました。以上の収支を合わせ、その他の活動資金収支差額（９）については決算額2 万8,739 円となりました。予備費

については計上がなく、下から3段目、当期資金収支差額合計（１１）については決算額△200万8,896円、次の前期末支払資金残高3,419万3,362円

と合わせ、当期末支払資金残高につては決算額3,218万4,466円となるものです。７ページから３２ページについては内訳としてサービス区分ごとの資

金収支計算書を記載しております。そして、３３ページから５２ページについては事業活動計算書及びその明細書を記載しております。こちらにつきま

しては通常の会社さんで言うところの損益計算書となります。資金収支計算書と内容重複となりますので説明については省略させていただきます。５３

ページをご覧ください。まず上段にあります流動資産および流動負債についてです。左側、流動資産については預金 3,037 万 9,663 円、事業未収金

711 万4,074 円、未収金199 万3,066 円、未収補助金63,043 円、前払金83,594 円の合計となり、全体で 1,288 万7,478 円となります。事業未収金につ

いては介護事業等の２月３月分の介護報酬及び３月分の利用料収入、未収金については次年度経理区分改正へ向けた決算確定後の部門間繰入等と

なります。続いて、右側、流動負債として、事業未払金64万3,062円、その他の未払金238万9,343円、未払費用276万1,102円、預かり金、1,400円、

職員預かり金 165 万 4,067 円を合わせ、744 万 8,974 となります。その他の未払費用については経費額確定後の補助金精算の未払金計上、未払い費

用については３月分の法定福利費等の４月支払い分等となります。この流動資産から流動負債を差し引いた額が先ほどの資金収支計算書の当期末支

払資金残高と同額の3,218万4,466円となります。なお、各科目の詳細な内容についてはお隣の５４ページ、財産目録にて記載を行っております。続い

て、貸借対照表の中段左側、固定資産については、決算額1,288万7,478円となります。内訳といたしましては、基本財産から介護サービス事業積立金

となります。本年度については固定資産として車両運搬具として移送サービス車輌の売却による処分、器具及び備品としてパソコン１台の購入を行って

おります。その他、減価償却、応急援護資金に係る長期貸付金償還、積立金の利息の積み立て分という動きとなりました。続いて、右側、純資産の部で
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す。基本金から介護サービス事業積立金については、左の積立て資産と同額での計上となります。次期繰越活動増減差額については決算額 3,380 万

5,834 円となり、純資産の部の合計が 4,507 万 1,944 円となるものです。こちらは５４ページの財産目録の 下段と一致するものです。53 ページ下段、

右側、負債及び純資産の部の合計が5,252万918円となるものです。 55ページについては参考として固定資産のみ記載したもの、56ページから58

ページについては法人全体としての注記を記載しております。注記のうち 3 の重要な会計方針等の変更については、平成２８年度において経理規程

の一部改正を行い、５に記載の計算書類の名称変更等が発生しているものです。５７ページをご覧いただき、注記の6基本財残の変更等は行っておら

ず、9 の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高の推移となります。こちらにつきましては貸借対照表及び財産目録の動きと重複となり

ますので説明は省略いたします。 終ページには監査報告の掲載を行っております 

 
議 長 ～ ありがとうございました。それではここで監事さんより監査報告をお願い致します。 

 

山下監事 ～ それでは監事を代表いたしまして私から監査報告を行わせていただきます。只今の資料の59ページです。平成28年度の業務執行状況及び財

務状況について、会務の開催毎あるいは四半期ごとの定期監査を実施したところでございます。また決算監査につきましては先月の5月2日に

実施をし、報告書のとおり経理の内容につきましては適正に処理されておりますことを認めましたのでここに報告を致します。監事 山下栄、

同じく監事 岩井 正。以上でございます。 

 

議 長 ～ ありがとうございました。それでは、これより承認第１号、承認第２号の質疑に入ります。質疑がございましたらご発言をお願いします。 

 

評議員一同 ～ ありません。 

 

議 長 ～ ありがとうございます。質疑なしと認めます。それでは承認第1号の採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致

します。 

 

（ 挙手  人数確認 ） 

 

議 長 ～ ありがとうございます。賛成多数、評議員総数の過半数以上の賛成を確認しました。よって承認第1号は原案のとおり可決されました。続いて

承認第2号の採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致します。 

 

 （ 挙手  人数確認 ） 

 

議 長 ～ ありがとうございます。賛成多数、評議員総数の過半数以上の賛成を確認しました。よって承認第2号は原案のとおり可決されました。続きま

して議案第7号「社会福祉法人興部町社会福祉協議会平成29年度第1次補正収支予算について」を議題といたします。事務局より提案説明をお

願いします。 

 
卯城主任 ～ 今回の補正の理由といたしましては、介護保険制度の改正の後、昨年度まで措置期間として引き続き介護保険事業のうちの居宅介護事業とし

て行っていたホームヘルプサービス及びデイサービスの予防介護事業について、平成 28 年度より、市町村所管の介護予防・日常生活支援総合

事業として実施することとなりました。そのため、当該事業に係る収入科目について、補正予算のご協議をお願いするものです。また、きらり

施設開設当時から昨年度までは、福祉事業として受信料の免除を受けておりました支援ハウスのテレビ受信料について、今年度より納入が必要

なこととなり、その部分の補正のご協議をお願いするものです。別紙４の1ページをご覧ください。こちらは社会福祉協議会全体の合算額とな

ります。大科目の下から二つ目、介護保険事業収入のうち、居宅介護料収入として予算化しておりましたもののうち、介護報酬収入では784万

2千円、利用者負担金収入では86万9千円、合わせて871万1千円の減額を行うものです。こちらは介護予防事業分として計上していた収入と

なります。この減額分については、介護保険事業収入のうち、介護予防・日常生活支援総合事業収入という科目にて予算化を図るものです。減

額分と同額での計上となります。この補正の対象事業といたしましては、5ページの老人ホームヘルプサービス事業で介護予防介護報酬収入と

介護予防負担金収入合わせて378万3千円を介護予防・日常生活支援総合事業収入へ、また、8ページ、老人デイサービス事業でも同じく介護

予防報酬収入と介護予防負担金収入合わせて443万6千円を介護予防・日常生活総合支援事業収入へと移動を行うものです。減額補正と増額補

正が同額でありますため、収支差額等について影響はございません。続いて、全体額へ戻り、3ページをご覧ください。事務費支出のうち、中

段より下に中科目として記載の通信運搬費にて5万1千円の増額を行うものです。こちらについては食堂等の共有テレビの受信料となります。

12ページ記載の生活支援ハウス事業の補正分となります。全体額へお戻りいただき、4ページをご覧ください。社協全体での補正といたしまし

ては、中段に記載の事業活動支出計（２）にて5万1千円の増額、収支差額については同額の減額とし、補正後の予算額487万4千円とするも

のです。下から3段目、当期末支払資金残高も同額での補正となり、一番下、補正後の当期末支払資金残高については、3,009万6千円とする

ものです。以上で補正予算の説明とさせていただきます。ご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

 
議 長 ～ ありがとうございました。議案第7号について、説明をさせていただきました。これより質疑に入ります。質疑がございましたらご発言をお願

いします。 

 

評議員一同 ～ ありません。 
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議 長 ～ ありがとうございます。質疑なしと認めます。それでは議案第7号の採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致

します。 

 

（ 挙手  人数確認 ） 

 

議 長 ～ ありがとうございます。賛成多数、評議員総数の過半数以上の賛成を確認しました。よって議案第7号は原案のとおり可決されました。続いて

選任第1号「社会福祉法人興部町社会福祉協議会 役員の選任について」を議題といたします。事務局より説明をいたします。 

 

事務局長 ～ 選任第1号「社会福祉法人興部町社会福祉協議会 役員の選任について」ご説明いたします。議案の12ページ、また「別紙6の役員名簿」並

びに「役員・評議員選任規程」をお手元にご用意ください。平成29年4月1日施行の改正されました社会福祉法によりまして、本日6月16日

の定時評議員会から平成31年度の定時評議員会終結の時までの約2年の任期として改められることとなりました。社会福祉法人興部町社会福

祉協議会 定款第19条第1項「理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。」、及び役員・評議員選任規程 第2条の「理事の選任」

並びに第3条の「監事の選任」の規定に基づき、評議員会の決議によって選任することとなります。役員の選任については各種団体からの選出

母体があることから、その点を踏まえまて、櫻木会長より説明いたします。 

 

櫻木会長 ～ 事務局より説明がありましたが、社会福祉法の改正に伴い任期が改められることによる「役員の選任」ということでございます。定款第 19

条において「役員の選任は評議員会の決議により選任する」こととなり、選任の規程におきましては規程の選任区分に従いまして、各団体に役

員の推薦をお願いいたしまして、団体からのご推薦をいただいておるところです。ご理解を頂けますれば役員のお名前を挙げさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ～ 只今、選任第1号について説明をいただきましたが、社協会長より関係機関との調整部分も踏まえているということで、役員の案についてお示

しをしたいというご説明でした。社協の櫻木会長から案の提示をしていただくということでよろしいでしょうか。 

 

評議員一同 ～ 異議ありません。 

 

議 長 ～ それでは櫻木会長さんより新役員の案について発表していただきたいと思います。 

 

櫻木会長 ～ 各団体から推薦をされておりますお名前をお示ししたいと思います。お名前については別紙で配らせていただきますので、よろしくお願い致

します。 

 

  （ 別 紙 配 布 ） 

 

櫻木会長 ～ それでは役員について、只今お配りしました役員名簿をご覧ください。まずは理事の13名ですが、自治会連合会からは（1）宮本哲さん、（2）

山田尚儀さん、（3）義達幹夫さん、（4）長嶺正義さん（新任）です。民協からは（5）小山哲夫さん、（6）長澤早苗さん。ボランティア団

体からは、(7)武田富男さん。個人ボランティアより（8）佐藤周示さん。知識経験者枠からは（9）私、と。（10）磯田幸弘さん、（11）米

田明子さん、（12）有坂廣光さん、（13）安藤法幸さん（新任）。続きまして、監事には引き続き、（14）岩井正さん、（15）山下栄さん と

いうことでございます。各団体からの選任ということも踏まえまして、「役員の選任」については評議員会における決議事項でございますの

で、ご選任をいただきたいというように考えております。ご審議下さいましてご承認いただきますようお願い申し上げます。 

 

議 長 ～ 選任第1号の新役員についての説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かございませんでしょうか。 

 

評議員一同 ～ ありません。 

 

議 長 ～ ありがとうございます。質疑なしと認めます。それでは選任第1号の採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致

します。 

 

 （ 挙手  人数確認 ） 

 

議 長 ～ ありがとうございます。賛成多数、評議員総数の過半数以上の賛成を確認しました。よって選任第1号は原案のとおり可決されました。これで

本日ご提案のすべての議案が終了いたしました。皆様のあたたかいご協力により、議長の役目を果たすことができましたことにお礼を申し上げま

す。これで議長の任を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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 議  長                      印  

 

         （  議 長 退 任  ） 

 

事務局長 ～ 舘下様、大変スムーズな議事の進行をいただきまして誠にありがとうございました。あらためまして、議長の 舘下 様に拍手をもってお礼

を申し上げたいと思います。大変ありがとうございました。 

       それでは、会議終了に際しまして、興部町社会福祉協議会 櫻木会長よりご挨拶を申し上げます。 

 

櫻木会長 ～ 皆様方に長時間に渡り、議案のご審議ご決定をいただきましてありがとうございました。堺井課長さん、松田課長さんにおいては最後までの

ご臨席、誠にありがとうございました。社協事業、29年度事業もまだ始まったばかりでございます。介護制度改正により高齢者だけではなくて

障害者や生活が困窮している方、成年後見人制度が必要な方など様々な方々への支援が社協に求められております。関係機関との連携を図りな

がら地域福祉各種事業を検討していきたいと思いますので、どうぞ今後ともご指導ご協力くださいますようお願いを申し上げまして終わりとい

たします。本日は大変ありがとうございました。 

 

 

閉  会 

平成29年6月16日 

午後 3 時 10 分 

 

 

 

以上、記載の記録に相違ないことを認め、ここに記名押印いたします。 

 

 

社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議事録署名人）   評 議 員                      印   

 

 

 

 

（議事録署名人）   評 議 員                      印   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


